
     

令和８年３月１３日 

タクシー・ハイヤーの事業者・乗務員のみなさまへ 

 

羽田空港第１・第２ターミナル周辺での配車アプリによる配車依頼の受信エリアについて 

 

⚫ 羽田空港第１・第２ターミナルの 2階（出発階）に予約タクシー乗り場を設置して、昨年 10月から

運用を開始しております。 

⚫ 乗り場の設置に関連し駐車・混雑対策として、下記の配車アプリ事業者において、配車依頼を受信

できないエリアの設定を下図のとおり試行することとなりましたのでお知らせします。(なお、本件は

当該エリア内の車両にアプリからの配車依頼が届かなくなる設定であり、お客様の乗り場に変更はありません) 

⚫ 本件について、３月 23日を目処に開始する予定ですが、詳細な設定等は各配車アプリ事業者に

お問い合わせください。 

⚫ なお、本設定に関わらず、空港内の接車帯及び構内道路は駐車禁止です。お知らせ及び各種関係

法令等を遵守し、乗り場を安全かつ適正にご利用いただきますようお願いいたします。 

 

 

＜配車アプリ事業者（順不同）＞ 

■GO㈱  ■S.RIDE㈱  ■Uber Japan㈱  ■DiDiモビリティジャパン㈱ 

＜空港・道路管理＞ 国土交通省東京航空局東京空港事務所 


